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○伊賀市入札等監視委員会運営要領 

平成19年12月28日告示第255号 

改正 

平成22年３月31日告示第55号 

平成24年８月22日告示第173号 

伊賀市入札等監視委員会運営要領 

（趣旨） 

第１条 この要領は、伊賀市入札等監視委員会条例（平成19年伊賀市条例第71号）に基づき、伊賀

市入札等監視委員会（以下「委員会」という。）の運営について、必要な事項を定めるものとす

る。 

（委員会） 

第２条 市長は、委員会委員（以下「委員」という。）の委嘱について、建設会社等の顧問等特定

の事業者等との密接な関係のある者は選任することができない。 

２ 委員が任期中に前項の規定に該当する者となる場合は、市長は当該委員の職を解くものとする。 

３ 委員会は、委員の氏名及び職業の公表を行う。 

４ 委員会において、伊賀市情報公開条例（平成16年伊賀市条例第15号）第７条各号に規定する非

公開情報が含まれる事項についての審議内容等は、非公開とする。 

（定例会議） 

第３条 定例会議は、年２回以上開催するものとする。 

（定例会議への報告等） 

第４条 委員会は、入札及び契約手続の運用状況について、市長から報告を受けるものとする。 

２ 定例会議への報告は、定例会議開催の前月までに市が発注した工事等に係る発注工事等総括表

（様式第１号）、入札方式別発注工事等一覧表（様式第２号）及び入札参加資格停止等の運用状

況一覧表（様式第３号）を資料として提出して行うものとし、発注工事については、次の方式ご

とに整理する。 

(１) 一般競争入札方式 

(２) 指名競争入札方式 

(３) 随意契約方式 

（事案の抽出） 

第５条 審議の対象となる事案の抽出は、前条に定める入札方式別発注工事等一覧表の中から、事
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前に委員が持ち回りで抽出を行うものとする。 

２ 前項の抽出事案の説明については、抽出事案にかかる説明書を作成し、必要最小限の資料に基

づき行う等審議の効率化を図る。 

（意見の具申） 

第６条 会議は、入札及び契約の過程並びに契約の内容について審議し、改善事項等があると認め

る時は、市長に意見の具申を行う。 

（再苦情処理会議） 

第７条 再苦情処理に係る事項の会議は、必要に応じ開催するものとする。 

２ 委員会は、市長から依頼された再苦情処理に係る審議を終えた時には、審議結果に基づいて意

見書を作成し、再苦情の申立てがあった日から概ね50日以内に市長に報告を行わなければならな

い。 

３ 委員会は、前項の意見書の公表を行うものとする。 

４ この会議においては、申立人及び市長からの書面の提出その他委員会が必要と認める方法によ

り審議を行うものとする。 

（入札制度改善会議） 

第８条 入札制度改善に係る事項の会議は、必要に応じ開催するものとする。 

２ この会議においては、入札制度について審議し、改善事項等があると認めるときは、意見の具

申を行うことができるものとする。 

（議事概要の公表） 

第９条 この委員会の定例会議及び再苦情処理会議並びに入札制度改善会議に係る議事概要につい

ては、速やかに作成し、公表を行うものとする。 

附 則 

この告示は、平成20年１月１日から施行する。 

附 則（平成22年３月31日告示第55号） 

この告示は、平成22年４月１日から施行する。 

附 則（平成24年８月22日告示第173号） 

この告示は、平成24年９月１日から施行する。 
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様式第１号（第４条関係） 

 

様式第２号（第４条関係） 
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様式第３号（第４条関係） 

 


